
 

「久万高原町社会福祉協議会指定障害者居宅介護事業所」 

重要事項説明書 
 

 

 

  

 

 

１．事業者 

（１） 法 人 名 社会福祉法人 久万高原町社会福祉協議会 

（２） 法 人 所 在 地 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２０番地１ 

（３） 電 話 番 号 （０８９２）５６－０７５０ 

（４） 代 表 者 氏 名 会長 玉泉 豊 

（５） 設 立 年 月 日 平成１６年８月１日 

 

２．事業所の概要  

（１） 事業所の種類 居宅介護事業 

（居宅介護・重度訪問介護）平成１８年１０月１日 

（同行援護）     平成２４年２月１日 

愛媛県指定３８１３４０００１１ 

（２） 事業の目的 

指定障害福祉サービス事業の居宅介護、重度訪問介護及び同行

援護(以下「居宅介護等」という。)の適正な運営を確保するた

めに必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、居宅介護等

の円滑な運営管理を図るとともに、障害者、障害児(以下「利

用者」という。)及び障害児の保護者(以下「利用者等」という。)

の意思及び人格を尊重して、常に当該契約者等の立場に立った

居宅介護等の提供を確保することを目的とします。 

（３） 事業所名称 久万高原町社会福祉協議会指定障害者居宅介護事業所 

（４） 事業所の所在地 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２０番地１ 

（５） 事業所の電話番号 （０８９２）５６－０７５０ 

（６） 事業所の管理者 髙橋 恵美 

（７） 当事業所の運営方針 

契約者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう、当該契約者の身体その他の状況及びその置

かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調

理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並び

に生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援

助を適切かつ効果的に行うものとします。 

（８） 
事業所が行って 

いる他の業務 
移動支援(地域生活支援事業) 事業開始：平成１９年２月１日 

 

 

 

この「重要事項説明書」は、本事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対し

て、社会福祉法第 76条及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律」（平成 17年法律第 123号）及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例」（平成 24 年愛媛県条例第 53号）の規定に基づき、本事業所の概要や提供す

るサービスの内容、契約を締結する前に知っておいていただきたいことを事業者が説明す

るものです。 

 



 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１） 
通常の事業の 

実地地域 
久万高原町（全域） 

（２） 営業日 

月曜日から金曜日までとする。 

※ただし、国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律１７８号)

に規定する休日及び１２月２９日から１月３日までを除く。 

（３） 営業時間 

午前８時３０分から午後５時１５分 

※ただし、営業日及び営業時間のほか、電話等により２４時

間常時連絡が可能な体制とする。 

 

４．職員の体制 

本事業所では、契約者に対して居宅介護等を提供する職員として、以下の職種の職員を

配置しています。職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職 種 常 勤 非常勤 指定基準 業務内容 

管 理 者 １名 
(サービス提供責任者と兼務)   

０名 １名 事業所の統括・管理 

サービス提供責任者 ３名 
(内 1 名管理者と兼務) 

０名 ２名以上 

サービス内容に 

関する調整や訪 

問介護計画の作成 

訪問介護員（ホームヘルパー） ３名 １４名 ２．５名以上 

契約者の自宅へ訪問

し、サービスを提供 

 

 

 

 

介 護 福 祉 士 ３名 ６名 ― 

訪問介護養成研修 1級課

程修了者(ヘルパー1級) 
０名 １名 ― 

訪問介護養成研修 2 級課

程修了者(ヘルパー2級)  
０名 ５名 ― 

初 任 者 研 修 修 了 者 ０名 ２名 ― 

 

５．サービスの主たる対象者について（該当する障害種別を記入） 

居宅介護 

身体障害者・知的障害者・精神障害者 

障害児（身体に障害のある児童・知的障害のある児童） 

※原則として、自立支援給付費の支給決定を受けた方が対象 

同行援護 

視覚障害を有する身体障害者 

視覚障害を有する障害児 

※原則として、自立支援給付費の支給決定を受けた方が対象 

移動支援 

身体障害者・知的障害者・精神障害者 

障害児 

※地域生活支援事業移動支援費の支給決定を受けた方が対象 

 

６．当事業所が提供するサービスと利用料金  

（１）提供するサービスの内容について 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

居宅介護計画等の作成 

契約者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標

に応じて具体的なサービス内容を定めた居宅介護計画等を作成

し・必要に応じて見直しを行います。 



 

身
体
介
護 

食事介助 食事の介助を行います。 

排せつ介助 排せつの介助、おむつ交換を行います。 

入浴介助・清拭 衣服着脱、入浴の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。 

その他 
褥瘡(床ずれ)防止等のために体位変換や洗顔、歯磨き等の日常生

活を営むために必要な身体介護を行います。 

家
事
援
助 

調 理 契約者の食事の用意を行います。 

洗 濯 契約者の衣類等の洗濯を行います。 

掃 除 契約者の居室の掃除や整理整頓を行います。 

その他 
契約者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 

預貯金の引き出し、預け入れは行いません。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者で常時介護を必要とする方に、居宅において

入浴・排せつ・食事等の介護サービスや調理・洗濯・掃除等の家

事援助、その他の生活全般にわたる見守り等の支援を行います。 

通院等介助 

通院等又は官公署並びに相談支援事業所への移動(公的手続き又

は障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に

限る)のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診

等の手続き、移動等の介助を行います。 

同行援護 

移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援

(代筆・代読を含む)を行います。 

移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護を行い

ます。 

排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助を行いま

す。 

移動支援 
地域における自立支援生活及び社会参加を促進することを目的

に、屋外での移動の介助を行います。 

その他生活等に関する相談や助言をいたします。 

（２）ホームヘルパーの禁止行為 

  ホームヘルパーは、サービスの提供にあたって次の行為は行いません。 

①医療行為 

②契約者等又はその家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

③契約者等又はその家族からの金銭、物品、飲食の授受 

④契約者の同居家族に対するサービス 

契約者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除、草刈り、植物の水やり等 

⑤契約者の日常生活の範囲を超えたサービス(大掃除、庭掃除など) 

⑥契約者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

⑦身体拘束その他契約者の行動を制限する行為 

(契約者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむ得ない場合を除く) 

⑧契約者等又はその家族に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他の迷惑

行為 

（３）サービスの料金と契約者負担額について 

   介護給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める基

準により算出した額)のうち９割が介護給付費の給付対象となります。事業者が介護給付費

等の給付を市町村から直接受け取る(代理受領する)場合、契約者負担分として、サービス

利用料金全体の１割の額を事業者にお支払いただきます。(定率負担または契約者負担額と

いいます。) 

 



 

サービスの種類時間等 利用料 自己負担額 

身
体
介
護 

３０分未満 ２,５６０円 ２５６円 

３０分以上１時間未満 ４,０４０円 ４０４円 

１時間以上１時間３０分未満 ５,８７０円 ５８７円 

１時間３０分以上２時間未満 ６,６９０円 ６６９円 

２時間以上２時間３０分未満 ７,５４０円 ７５４円 

２時間３０分以上３時間未満 ８,３７０円 ８３７円 

３時間以上（９２１単位に３０分を増すごとに８３単位を加算した単位数） 

家
事
援
助 

３０分未満 １，０６０円 １０６円 

３０分以上４５分未満 １，５３０円 １５３円 

４５分以上１時間未満 １，９７０円 １９７円 

１時間以上１時間１５分未満 ２，３９０円 ２３９円 

１時間１５分以上１時間３０分未満 ２，７５０円 ２７５円 

１時間３０分以上（３１１単位に１５分を増すごとに３５単位を加算した単位数） 

 

通
院
等
介
助 

（
身
体
介
護
を
伴
う
場
合
） 

３０分未満 ２,５６０円 ２５６円 

３０分以上１時間未満 ４,０４０円 ４０４円 

１時間以上１時間３０分未満 ５,８７０円 ５８７円 

１時間３０分以上２時間未満 ６,６９０円 ６６９円 

２時間以上２時間３０分未満 ７,５４０円 ７５４円 

２時間３０分以上３時間未満 ８,３７０円 ８３７円 

３時間以上（９２１単位に３０分を増すごとに８３単位を加算した単位数） 

通
院
等
介
助 

（
身
体
介
護
を
伴
わ
な
い
場
合) 

３０分未満 １，０６０円 １０６円 

３０分以上１時間未満 １，９７０円 １９７円 

１時間以上１時間３０分未満 ２，７５０円 ２７５円 

１時間３０分以上（３４５単位に３０分を増すごとに６９単位を加算した単位数） 

重
度
訪

問
介
護 

１時間未満 １，８６０円 １８６円 

１時間以上１時間３０分未満 ２，７７０円 ２７７円 



 

１時間３０分以上２時間未満 ３，６９０円 ３６９円 

２時間以上２時間３０分未満 ４，６１０円 ４６１円 

２時間３０分以上３時間未満 ５，５３０円 ５５３円 

３時間以上３時間３０分未満 ６，４４０円 ６４４円 

３時間３０分以上４時間未満 ７，３６０円 ７３６円 

４時間以上８時間未満（８２１単位に３０分を増すごとに８５単位を加算した単位数） 

８時間以上１２時間未満（１．５０５単位に３０分増ごとに８５単位を加算した単位数） 

同
行
援
護 

３０分未満 １，９１０円 １９１円 

３０分以上１時間未満 ３，０２０円 ３０２円 

１時間以上１時間３０分未満 ４，３６０円 ４３６円 

１時間３０分以上２時間未満 ５，０１０円 ５０１円 

２時間以上２時間３０分未満 ５，６６０円 ５６６円 

２時間３０分以上３時間未満 ６，３２０円 ６３２円 

３時間以上（６９７単位に３０分を増すごとに６６単位を加算した単位数） 

 

  

移
動
支
援 

（
身
体
介
護
を
伴
う
場
合
） 

３０分未満 １，０５０円 １０５円 

３０分以上１時間未満 １，９９０円 １９９円 

１時間以上１時間３０分未満 ２，７８０円 ２７８円 

１時間３０分以上 

（３０分増すごとに右記金額加算） 

 

７００円  

 

７０円 
   

移
動
支
援 

（
身
体
介
護
を
伴
わ
な
い
場
合
） 

３０分未満 ７７０円 ７７円 

３０分以上１時間未満 １，５４０円 １５４円 

１時間以上１時間３０分未満 ２，３１０円 ２３１円 

１時間半以上 

（３０分増すごとに右記金額加算） 
７７０円  ７７円 

※ なお、定率負担または契約者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありませ

ん。１ヵ月あたりのサービス利用にかかる定率負担については、所得に応じて下記の表の

とおり区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ

以上の負担は生じません。利用者負担上限月額については、障害福祉サービス受給者証に 

記載されますのでご確認ください。 

 

 

 



 

※ 障害児には、20歳未満の施設等入所者を含み、加齢児を除くものとする。 

①契約者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を

防止するための措置（虐待防止委員会の開催・虐待防止のための研修・担当者の設置）を

講じています。 

  ・障害者虐待防止措置未実施減算なし 

②身体拘束等の適正化の徹底を図るため、身体拘束適正化措置（身体拘束等に係る記録・身

体拘束等の適正化のための委員会の開催・指針の整備・身体拘束等の適正化のための研修）

を講じています。 

  ・身体拘束廃止未実施減算なし 

③感染症や災害は発生した場合でも、必要なサービス等を継続的に提供できる体制を構築す

るため、業務継続に向けた計画を策定しています。 

   ・業務継続計画未策定減算なし 

④契約者への情報公表、非常災害時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観

点から障がい福祉サービス等情報公表システム上、報告を行っています。 

   ・情報公表未報告減算なし 

⑤久万高原町は特定農山村法指定地域に該当するため、利用料に地域加算がなされます。 

内 容 利用料 利用者負担額 
１月あたり 

地域加算 １５％増し 

⑥新規に居宅介護計画等を作成した契約者に対して、サービス提供責任者が初回の居宅介護

等を行った場合、または従業者に同行した場合に加算されます。 

内 容 利用料 利用者負担額 
１月あたり 

初回加算 ２，０００円 ２００円 

⑦契約者の依頼(本事業所を利用者負担の上限管理者に選任される場合には、サービス利用開

始の際にその旨お申し出ください)により、契約者及びその世帯としての上限額を超えて事

業者が契約者負担額を徴収しないよう、契約者負担額の徴収方法の管理を行った場合は、

以下の料金が加算されます。 

内 容 利用料 利用者負担額 
１月あたり 

利用者負担上限額管理加算 １，５００円 １５０円 

⑧居宅介護計画等に位置付けられていない居宅介護等を、契約者又はその家族等からの要請

を受けてから２４時間以内に、緊急に行った場合に加算されます。 

 

区 分 世帯の収入状況 １ヵ月あたりの負担上限額 

一般２ 
市町村民税課税世帯（一般１に該当する者

を除く。） 
３７，２００円  

一般１ 

市町村民税課税世帯（所得割１６万円（障

害児にあっては２８万円）未満の者に限

り、２０歳以上の施設等入所者を除く。） 

1 施設等入所者以外 

 障害者 ９，３００円 

 障害児 ４，６００円 

2 20 歳未満の施設等入所者   

９，３００円 

低
所
得 

低所得者 2 
市町村民税非課税世帯（低所得 1に該当す

る者を除く。） 

０円 
低所得者 1 

市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収

８０万円以下 

生活保護 生活保護受給世帯 



 

内 容 利用料 利用者負担額 １回につき 

(１月２回まで) 緊急時対応加算 １，０００円 １００円 

⑨福祉・介護職員の処遇改善のため、下記の料金が加算されます。 

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 

居宅介護 所定単位数に３７.６％を乗じた額 

１月あたり 重度訪問介護 所定単位数に３０.２％を乗じた額 

同行援護 所定単位数に３７.６％を乗じた額 

※所定単位数…基本報酬及び各加算を算定した単位数の合計 

⑩サービス提供の時間帯により料金が加算されます。 

提供時間帯名 早 朝 夜 間 深 夜 

時 間 帯 午前６時～午前８時 午後６時～午後１０時 午後１０時～午前６時 

加算割引 ２５％増し ２５％増し ５０％増し 

※ 下記のような①～③に該当する場合で、かつ契約者の同意のもと、従業者２人で訪問した

場合の費用は２人分となり、契約者負担額も２倍になります。 

①障害者等の身体的理由により１人の従業者による介護が困難と認められる場合 

②暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合 

③その他障害者等の状況等から判断して、①又は②に準ずると認められる場合 

※ 介護給付費等について事業者が代理受領を行わない(利用者が償還払いを希望する)場合

は、介護給付費等の全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明

書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に介護給付費等の支給(利用

者負担額を除く)を申請してください。 

（４）その他 

  下記については、契約者の別途負担となります。 

  ①サービス提供にあたり必要となる契約者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 

②家事援助に係る買い物等で契約者宅から目的地までの公共交通機関を利用した場合の

交通費 

③通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費において、公共交通機関を利

用した場合の交通費 

 

７．利用料の請求および支払い方法について 

契約者負担額及びその他の費用については、１ヵ月ごとに計算しご請求しますので、下

記のいずれかの方法により、請求月(サービス提供月の翌月)の末日までにお支払いくだ

さい。お支払いを確認しましたら、領収書を発行します。(１ヵ月に満たない期間のサー

ビスに関する利用料金は、利用状況に基づいて計算した金額とします。) 

ア．下記指定口座への振込み 

【金融機関名】松山市農業協同組合 久万支所 

【口 座 名 義】社会福祉法人 久万高原町社会福祉協議会 

【口 座 番 号】普通口座 ４４９９５２１ 

イ．現金支払い 

(集金に伺います) 

 

 

８．サービス提供にあたっての留意事項 

（１）サービス利用の中止、変更、追加 

  ①利用予定日の前に、契約者等の都合により、居宅介護計画等で定めたサービスの利用

を中止又は変更することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事

業所に申し出てください。 



 

  ②利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場

合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。ただし、契約者の

体調不良等やむを得ない事由がある場合は、取消料はいただきません。 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無 料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 当日の契約者負担相当額 

③町が決定した「支給量」及び当該サービスの利用状況によっては、サービスを追加す

ることもできます。 

④サービスの利用の変更・追加は、ホームヘルパーの稼働状況により、契約者等が希望

する時間にサービスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能な

日時を契約者等に提示するほか、他の事業所を紹介するなど必要な調整をいたします。 

（２）ホームヘルパーについて 

  ①サービス提供時に、担当のホームヘルパーを決定します。ただし、実際のサービス提

供にあたっては、複数のホームヘルパーが交替してサービスを提供します。担当のホ

ームヘルパーや訪問するホームヘルパーが交替する場合は、あらかじめ契約者に説明

するとともに、契約者等及びその家族に対してサービス利用上の不利益が生じないよ

う十分に配慮します。 

  ②契約者から特定のホームヘルパーを指名することはできませんが、ホームヘルパーに

ついてお気づきの点やご要望がありましたら、お客様相談窓口等にご遠慮なくお申し

付けください。 

（３）居宅介護計画等(サービス内容)の変更について 

契約者等の体調等の理由により、居宅介護計画等で予定されていたサービスの実施が

できない場合には、契約者等の同意を得てサービス内容を変更します。その場合、事

業者は変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。 

（４）サービス提供について 

①サービスは「居宅介護計画等」に基づいて行います。実施に関する指示・命令はすべ

て事業者が行います。ただし、実際の提供にあたっては、契約者の訪問時の状況・事

情・意向等について十分に配慮します。 

②サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）及びホームヘルパー

が事業所に連絡する場合の電話は、無償で使用させていただきます。 

（５）障害福祉サービス受給者証の確認 

①サービスの提供に先立って、障害福祉サービス受給者証（以下「受給者証」という。）

に記載された内容を確認させていただきます。サービス提供責任者や担当ホームヘル

パーが受給者証の確認をさせていただく場合には、ご提示ください。 

②受給者証の「住所」「サービス種別」「支給量」「利用者負担上限月額」などに変更があ

った場合は、速やかに事業者にお知らせください。 

（６）記録の保存、情報開示について 

①居宅介護計画等及びサービス提供ごとの記録は、サービス提供日より５年間保存しま

す。 

②事業所では、関係法令に基づいて利用者の記録や情報を適切に管理し、契約等の求め

に応じてその内容を開示します。（開示に際して必要な複写料などの諸費用は、契約者

等の負担となります。） 

 

 

 



 

９．虐待の防止について 

虐待防止措置について 

（１）契約者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するために措置を講じます。 

① 虐待防止のための対策を検討する委員会の開催 

② 虐待防止のための指針の整備 

③ 虐待を防止するための定期的な研修の実施 

（２） 障害者虐待防止対策について 

虐待通報受付担当者は、受付けた通報内容を虐待防止対応責任者に報告を行います。

虐待防止対応責任者は内容を確認した上で原因解決の検討、当事者との話し合いを行

い迅速な改善を図る事とします。また、虐待防止検討委員会への虐待防止結果の報告、

虐待原因の改善について当事者（ご家族も含む）及び虐待防止検討委員会への報告を

します。また、サービス提供時に虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、

速やかにこれを市町村へ通報するものとします。 

（３） 虐待通報の受付の方法 

虐待の受付については、面接・電話・書面などにより虐待防止受付担当者は受付をし 

ます。 

虐待防止受付担当者 指定障害者居宅介護事業所 管理者 髙橋 恵美    

 

１０.身体拘束の禁止について 

（１）事業者は、サービスの提供に当たっては、契約者又は他の契約者の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他契約者の行動を制限する

行為（以下、「身体拘束等」という。）を行わないものとする。 

 （２）事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急をやむを得ない理由その他必要な事項を記録するものと

する。 

 （３）事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次の措置を講ずるものとする。 

①身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の設置及び委員会での検討結

果について従業員への周知徹底を図る。 

②身体拘束の適正化のための指針を整備する。 

③授業者に対する身体拘束等の適正化のための研修を実施する。 

 

１１．適切な指定障害者居宅介護事業の提供体制確保について 

適切な指定障害者居宅介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言

動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

により従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を

講じるものとします。 

 

１２．業務継続計画（BCP）の策定等について 

感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定 

し、必要な研修及び訓練を定期的に開催するなどの措置を講じるものとします。また、定

期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとしま

す。 

 

 

 



 

１３．感染症の予防及びまん延の防止のための措置について 

感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を求める観点から概ね 6月に 1回の 

頻度で委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練（シュミレーション）を行います。 

 

１４．秘密の保持と個人情報の保護について 

事業者及び従業者は、サービス提供をする上で知り得た契約者等及びその家族の秘密を

正当な理由もなく、第三者に漏らしません。事業所は、従業者に業務上知り得た契約者等

又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、その秘密を保

持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とします。 

事業所は、サービス担当者会議等において契約者等及びその家族に関する情報を用いる

場合や、他の障害福祉サービス事業者や相談支援事業者等に対して、契約者等及びその家

族に関する情報を提供する際など、あらかじめ文書により契約者等及びその家族の同意を

得るものとします。 

 

１５．事故発生時の対応方法について 

利用者に対する居宅介護等の提供により事故が発生した場合は、市町村、県及び契約者の

家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際して取った処遇に

ついて記録します。 

また、万一の事故に備え、下記の損害賠償保険に加入しています。 

  ●保険会社名 三井住友海上火災保険株式会社 

  ●保 険 名 福祉総合賠償責任保険 

  ●補償の概要 福祉事業者賠償責任保険 

社協・役職員の業務上の災害補償、従事者感染症補償、 

利用者傷害補償、什器・備品の損害補償、行事参加者の傷害保険 

 

１６．サービス内容に関する苦情相談窓口（お客様相談窓口） 

（１）本事業所の苦情・要望の受付窓口 

苦 情 受 付 窓 口 

所 在 地 上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２０番地１ 

窓口機関名 
久万高原町社会福祉協議会 

久万高原町社会福祉協議会指定訪問介護事業所 

責 任 者 管 理 者   髙橋 恵美 

解決責任者 在宅福祉課長   渡部 亜矢 

電 話 番 号 （０８９２）５６－０７５０ 

Ｆ Ａ Ｘ （０８９２）５６－０１６６ 

苦情解決第三者委員 

 

※次項別紙１参照 

所 在 地 上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２０番地１ 

窓口機関名 久万高原町社会福祉協議会 

電 話 番 号 （０８９２）５６－０７５０ 

Ｆ Ａ Ｘ （０８９２）５６－０１６６ 

受 付 時 間 

月曜日から金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 

（但し、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日及び１２月２９日～１月３日を除く） 

 

 

 



 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

久万高原町役場保健福祉課 

社会福祉班障害者福祉係 

所 在 地 上浮穴郡久万高原町久万２１２番地 

電 話 番 号 ０８９２－２１－１１１１ 

Ｆ Ａ Ｘ ０８９２－２１－２８６０ 

受 付 時 間 午前８時３０分～午後５時１５分 

愛媛県国民健康保険団体連合会 

介護・保健課（障害者自立支援担当） 

所 在 地 松山市高岡町１０１－１ 

電 話 番 号 （０８９）９６８－８７０１ 

Ｆ Ａ Ｘ （０８９）９６８－８７１７ 

受 付 時 間 午前８時３０分～午後５時１５分 

愛媛県社会福祉協議会 

愛媛県運営適正化委員会 

苦情解決部会（救ピット委員会）  

所 在 地 松山市持田町三丁目８－１５ 

電 話 番 号 ０８９－９９８－３４７７ 

Ｆ Ａ Ｘ ０８９－９２１－８９３９ 

受 付 時 間 
午前９時００分～午前１２時００分 

午後１時００分～午後４時３０分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙１． 

苦情解決第三者委員 

 

苦情解決における社会性や客観性を確保するとともに、利用者の立場や特性に配慮した 

適切な対応を推進するため、2 名以上の第三者委員を設置し、次の職務を行います。 

⑴ 苦情受付担当者から受け付けた苦情内容の報告聴取 

⑵ 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知 

⑶ 利用者からの苦情の直接受付 

⑷ 苦情申出人への助言 

⑸ 本会への助言 

⑹ 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立会い、助言 

⑺ 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取 

⑻ 日常的な状況把握と意見聴取 

 

<苦情解決第三者委員等> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職   名 氏   名 備   考 

第 三 者 委 員 中川 武志  

第 三 者 委 員 山下 元司  

苦 情 解 決 責 任 者 菅 将朝 事務局長 

苦 情 受 付 担 当 者 相原 美奈 総務課長 

苦 情 受 付 担 当 者 釣井 ひとみ 
地域福祉課長 

兼久万支所 支所長 

苦 情 受 付 担 当 者 渡部 亜矢 

在宅福祉課長 

兼美川通所介護事業所 管理者 

兼柳谷支所長・柳谷通所介護事業所管理者 

苦 情 受 付 担 当 者 日野 大樹  
面河支所 支所長 

兼面河通所介護事業所 管理者 

苦 情 受 付 担 当 者 山之内 砂有美 居宅介護支援事業所 班長 

苦 情 受 付 担 当 者 髙橋 恵美 訪問介護事業所 管理者 

苦 情 受 付 担 当 者 倉橋 真未 障害者相談支援事業所 管理者 



 

令和   年   月   日 

 

 

居宅介護等の提供及び利用の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行ないました。

なお、説明した重要事項説明書は、利用者に１部お渡しします。 

 

久万高原町社会福祉協議会指定障害者居宅介護事業所 

 

 

説 明 者      氏名                         

 

 

 

≪利用者≫ 私は、本書面に基づいて、事業者から居宅介護等の提供及び利用について重要

事項の説明を受け、同意しました。 

 

 

利用者住所     上浮穴郡久万高原町                              

 

 

氏名                        

 

 

 

（代筆者）利用者は、身体の状況等により署名ができないため、利用者本人の意思を

確認のうえ、私が利用者に代わって、その署名を代筆しました。 

 

 

氏名                       続柄          

 

 

 

≪代理人≫ 私は、本人の契約意思を確認の上、本人に代わり、上記署名をおこないました。 

 

 

代理人住所                                   

 

 

氏名                          

 

 

              続柄等                          

 


